
 

 

 

瑞穂町立地適正化計画の策定経過について 

 

 

１ 概要・目的  

都市再生特別措置法に基づき、人口減少・超少子高齢社会の進展や都市機能の低下、

公共施設の維持更新費用の増大が懸念される中、厳しい財政状況下にあっても、地域

特性を踏まえた、効率的かつ持続可能な都市経営を可能とするため、コンパクト・プ

ラス・ネットワークの考え方で集約型都市構造（コンパクトシティ）の形成を推進す

る必要があることから、瑞穂町立地適正化計画を策定します。 

※すべての居住機能や都市機能をコンパクトに集約していくことを目指すものでは

ありません。 

２ 計画期間  

 都市計画マスタープランの目標年次とあわせ、令和７年度から令和２２年度までと

します。 

※なお、第５次瑞穂町長期総合計画や瑞穂町都市計画マスタープランの改定や社会

情勢の変化などにあわせて、適宜、評価・検証等を行い、必要に応じ計画の見直

しを行います。 

３ 進捗状況  

（１）瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議（令和５年７月） 

（２）令和５年度瑞穂町都市計画審議会（第１回）【諮問】（令和５年７月） 

（３）瑞穂町立地適正化計画策定庁内検討会（第２回）（令和５年１０月） 

（４）オープンハウス形式住民説明会（産業まつりでのパネル展示）（令和５年１１月） 

（５）令和５年度瑞穂町都市計画審議会（第２回）【審議】（令和５年１２月） 

（６）瑞穂町立地適正化計画策定庁内検討会（第３回）（令和６年２月） 

（７）瑞穂町立地適正化計画策定委員会（第２回）（令和６年３月） 

４ 今後のスケジュール見込み  

令和６年７月      瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議 

〃       瑞穂町都市計画審議会 

令和６年１１月～１２月 瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議 

    〃       瑞穂町都市計画審議会 

    〃       住民説明会の実施 

令和６年１２月～翌１月 パブリックコメントの実施 

令和７年２月～３月   瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議 

〃       瑞穂町都市計画審議会【答申】 

令和７年３月      立地適正化計画策定 

令和７年４月      立地適正化計画公表 

 

※適宜、国交省と協議を行います。 

※定例的に議会への報告を行います。 

 

（継続審議）諮問第 1号資料 1 


